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1 R4.9.28 R4.10.4

（１）「令和４年度羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会　分科会（第２
回）」（令和４年８月30日（木））議事概要
（２）「令和４年度羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会　【分科会（第２
回）】出欠表（予定）

7 1 ―
都市整備局都
市基盤部交通
企画課

2 R4.9.21 R4.10.5 開示決定等に係る意見書 1 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
都市整備局市
街地建築部調
整課

3 R4.9.22 R4.10.6 ４都市建指第336号 17 1 1 （７条２号）氏名、電話番号等は個人を識別できる情報であるため。
都市整備局市
街地建築部建
築指導課

4 R4.9.27 R4.10.11

（仮称）宝生ハイツ建替え計画（地番：文京区本郷１丁目27番地34号外、以下、「本件建築
計画」といいます。）の、開発許可の要不要について関係者との間でやりとりした内容がわ
かる文書一式。防火水槽の設置についてわかる文書一式。
決裁文書等を含む。

1
・都市計画法29条による開発許可の要不要について、都と文京区との間でやりとりした文書は作成及び取得しておらず、存在しない。
・防火水槽の設置について、都と東京消防庁または文京区との間でやりとりした文書は作成及び取得しておらず、存在しない。

都市整備局市
街地建築部建
築指導課

5 R4.9.27 R4.10.11
東京都知事許可第○○号　有限会社○○に関する以下の書類
（１）令和３年９月15日受付 決算変更届出書 第30期（閲覧対象部分に限る）
（２）令和４年９月22日受付 決算変更届出書 第31期（閲覧対象部分に限る）

29 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
都市整備局市
街地建築部建
設業課

6 R4.9.27 R4.10.11
東京都知事許可第○○号○○株式会社に関する以下の書類
（１）令和４年７月12日受付 決算変更届出書 第33期（閲覧対象部分に限る）
（２）令和４年８月15日受付 変更届出書（別紙８）の訂正について（閲覧対象部分に限る）

29 1 ―
都市整備局市
街地建築部建
設業課

7 R4.9.27 R4.10.11

１　東京都知事許可第○○号　株式会社○○に関する以下の書類
（１）平成30年９月６日受付 決算変更届出書 第24期（閲覧対象部分に限る）
（２）令和元年８月26日受付 決算変更届出書 第25期（閲覧対象部分に限る）
（３）令和２年８月16日受付 建設業許可申請書（閲覧対象部分に限る）
（４）令和２年９月14日受付 決算変更届出書 第26期（閲覧対象部分に限る）
（５）令和３年４月16日受付 建設業許可申請書（閲覧対象部分に限る）
（６）令和３年９月29日受付 決算変更届出書 第27期（閲覧対象部分に限る）
（７）令和４年９月９日受付 決算変更届出書 第28期（閲覧対象部分に限る）

２　東京都知事許可第○○号　株式会社○○に関する以下の書類
（１）令和４年１月７日受付 建設業許可申請書（閲覧対象部分に限る）
（２）令和４年３月31日受付 決算変更届出書 第16期（閲覧対象部分に限る）

３　東京都知事許可第○○号　有限会社○○に関する以下の書類
（１）平成30年１月22日受付 決算変更届出書 第27期（閲覧対象部分に限る）
（２）平成31年１月16日受付 決算変更届出書 第28期（閲覧対象部分に限る）
（３）令和元年11月20日受付 決算変更届出書 第29期（閲覧対象部分に限る）
（４）令和元年11月20日受付 建設業許可申請書（閲覧対象部分に限る）
（５）令和３年１月21日受付 決算変更届出書 第30期（閲覧対象部分に限る）
（６）令和３年12月15日受付 変更届出書（閲覧対象部分に限る）
（７）令和４年１月19日受付 決算変更届出書 第31期（閲覧対象部分に限る）

344 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
都市整備局市
街地建築部建
設業課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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決定区分 （根拠規定）条例７条

8 R4.9.28 R4.10.12

（１）東京都知事許可第○○号　株式会社○○
決算変更届出書　第71期及び第72期(閲覧対象部分に限る)
令和元年６月20日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除
く）、使用人数及び主要取引金融機関名(閲覧対象部分に限る)
令和３年７月20日受付　変更届出書（役員等の氏名）(閲覧対象部分に限る)
令和４年６月９日受付　変更届出書（役員等の氏名）(閲覧対象部分に限る)
（２）東京都知事許可第○○号　株式会社○○
決算変更届出書　第14期及び第15期(閲覧対象部分に限る)
令和３年２月９日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除
く）、使用人数及び主要取引金融機関名(閲覧対象部分に限る)
（３）東京都知事許可第○○号　○○株式会社
決算変更届出書　第50期、第51期、第52期、第53期及び第54期(閲覧対象部分に限る)
令和３年５月31日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除
く）、使用人数及び主要取引金融機関名(閲覧対象部分に限る)
（４）東京都知事許可第○○号　○○株式会社
決算変更届出書　第58期、第59期、第60期、第61期及び第62期(閲覧対象部分に限る)
平成30年11月29日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除
く）、使用人数及び主要取引金融機関名(閲覧対象部分に限る)
令和３年５月24日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除
く）及び使用人数(閲覧対象部分に限る)
（５）東京都知事許可第○○号　株式会社○○
決算変更届出書　第37期、第38期及び第39期(閲覧対象部分に限る)
令和元年７月31日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除
く）、使用人数及び主要取引金融機関名(閲覧対象部分に限る)
令和２年１月７日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除
く）及び使用人数(閲覧対象部分に限る)
令和４年７月28日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除
く）及び使用人数(閲覧対象部分に限る)
令和２年４月28日受付　変更届出書（役員等の氏名）(閲覧対象部分に限る)
令和３年５月10日受付　変更届出書（役員等の氏名及び専任技術者）(閲覧対象部分に限る)
令和４年４月22日受付　変更届出書（役員等の氏名及び専任技術者）(閲覧対象部分に限る)

※ 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
都市整備局市
街地建築部建
設業課

9 R4.9.29 R4.10.12

 東京都知事許可第○○号　有限会社○○に関する以下の書類
（１）令和４年８月26日受付 決算変更届出書 第41期（閲覧対象部分に限る）
（２）令和４年８月26日受付 決算変更届出書 第42期（閲覧対象部分に限る）
（３）令和４年８月26日受付 決算変更届出書 第43期（閲覧対象部分に限る）
（４）令和４年８月26日受付 決算変更届出書 第44期（閲覧対象部分に限る）
（５）令和４年８月26日受付 決算変更届出書 第45期（閲覧対象部分に限る）

65 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
都市整備局市
街地建築部建
設業課

10 R4.8.18 R4.10.13

東京都知事許可第○○号株式会社○○の以下の書類
（１）令和３年２月12日受付建設業許可申請書
（２）令和３年２月12日受付建設業許可申請に際して提出された確認資料
（３）令和４年４月12日受付第５期決算変更届出書
（４）令和４年４月12日受付変更届出書（主たる営業所の住所の変更）

※ 1 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権
利利益を害するおそれがあるものであるため。
（７条３号）法人の事業、財務等に関する内部管理情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損な
われると認められるため。
（７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。

都市整備局市
街地建築部建
設業課

11 R4.10.3 R4.10.13

 東京都知事許可第○○号　株式会社○○に関する以下の書類
（１）令和２年12月８日受付 建設業許可申請書（閲覧対象部分に限る）
（２）令和４年３月16日受付 決算変更届出書 第７期（閲覧対象部分に限る）
（３）令和４年３月16日受付 変更届出書（閲覧対象部分に限る）

63 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
都市整備局市
街地建築部建
設業課

12 R4.10.4 R4.10.13

 東京都知事許可第○○号　有限会社○○に関する以下の書類
（１）令和２年４月６日受付 決算変更届出書 第30期（閲覧対象部分に限る）
（２）令和３年４月28日受付 決算変更届出書 第31期（閲覧対象部分に限る）
（３）令和４年１月20日受付 決算変更届出書 第32期（閲覧対象部分に限る）

42 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
都市整備局市
街地建築部建
設業課

13 R4.10.6 R4.10.13

東京都知事許可第○○号　株式会社○○に関する以下の書類
（１）令和４年７月28日受付 決算変更届出書 第36期（閲覧対象部分に限る）
（２）令和４年７月28日受付 決算変更届出書 第37期（閲覧対象部分に限る）
（３）令和４年７月28日受付 決算変更届出書 第38期（閲覧対象部分に限る）

51 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
都市整備局市
街地建築部建
設業課

14 R4.9.30 R4.10.14 「4都市建指第286号」を決裁した文書一式 2 1 ―
都市整備局市
街地建築部建
築指導課

15 R4.8.18 R4.10.17
４都市建指建第0467号　東京都文教地区建築条例第３条ただし書の規定に基づく許可につい
て

65 1 1 1 1 1

（７条２号）氏名、電話番号、建築士登録番号等は個人を識別できる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権
利利益を害するおそれがある情報であるため。
（７条３号）建築計画の概要等の法人のノウハウにかかる情報及び未確定な情報は、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると
認められるため。
（７条４号）印影は公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあり、図面等建物内部の情報は、公にするこ
とにより、建物への不法な侵入等、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため。
（７条５号）審査中の事項等は、未成熟な情報が確定した情報として誤解され都民の間に混乱を生じさせる恐れがあるため。

都市整備局市
街地建築部建
築指導課

16 R4.10.3 R4.10.17 東京都建設業許可台帳（東京都知事許可　令和４年10月３日現在） ※ 1 ―
都市整備局市
街地建築部建
設業課

17 R4.10.6 R4.10.17 建設業許可業者一覧（東京都知事許可　令和４年9月末現在） ※ 1 ―
都市整備局市
街地建築部建
設業課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

18 R4.10.8 R4.10.18
　東京都市計画河川善福寺川計画図
（住所：東京杉並区和田１－８－７付近）

1 1 ―
都市整備局都
市基盤部調整
課

19 R4.8.19 R4.10.18
・４都市建指建第0475号　建築基準法５９条の２第１項の規定に基づく許可について
・４都市建指建第0467号　東京都文教地区建築条例第３条ただし書の規定に基づく許可につ
いて

187 1 1 1 1 1

（７条２号）氏名、電話番号、建築士登録番号等は個人を識別できる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権
利利益を害するおそれがある情報であるため。
（７条３号）建築計画の概要等の法人のノウハウにかかる情報及び未確定な情報は、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると
認められるため。
（７条４号）印影は公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあり、図面等建物内部の情報は、公にするこ
とにより、建物への不法な侵入等、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため。
（７条５号）審査中の事項等は、未成熟な情報が確定した情報として誤解され都民の間に混乱を生じさせる恐れがあるため。

都市整備局市
街地建築部建
築指導課

20 R4.8.23 R4.10.19
〇〇が〇〇組合の〇〇に就任しているかどうかとの都民からの問合せの応対記録及び関係書
類

1 当該公文書は、実施機関では現に保有しておらず、存在しないため
都市整備局市
街地整備部区
画整理課

21 R4.8.23 R4.10.19
・〇〇組合　第〇回理事会議事録
・〇〇組合と〇〇との委託契約書
・〇〇　第〇回総会議事録

8 1 1 1 1 1

（7条2号）個人の氏名及び住所は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすること
により、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
（7条3号及び6号）金額及び数量に関する情報は、経営方針や経理等の事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であって、公にすることに
より、当該法人等の事業運営が損なわれると認められるため。また、当該情報は、公開を前提としていないものであり、公にすることにより、今後、調査や
資料提供の協力が得られなくなり、事務又は事業の性質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
（7条4号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

都市整備局市
街地整備部区
画整理課

22 R4.10.11 R4.10.19 建設業許可業者一覧（東京都知事許可　令和４年9月末現在） ※ 1 ―
都市整備局市
街地建築部建
設業課

23 R4.6.24 R4.10.20
明治神宮外苑地区の再開発の経緯が分かるもの全て（ただし、Ａ区域、Ｂ区域をともに含
む。当初の地区計画決定以前の資料を含む）

259 1 ―

都市整備局都
市づくり政策
部土地利用計
画課

24 R4.6.24 R4.10.20
明治神宮外苑地区の再開発の経緯が分かるもの全て（ただし、Ａ区域、Ｂ区域をともに含
む。当初の地区計画決定以前の資料を含む）

1 1 1 1 1 1

（７条２号）公にすることにより、特定の個人を識別することができるため
（７条３号）法人等が事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であって、未確定であるこれらの情報を公にすることにより、当該法人等の
事業運営上の地位が損なわれると認められるため。法人等の事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であって、未確定であるこれらの情報
を公にすることにより、当該法人等の事業運営が損なわれると認められるため。法人の事業活動に関する情報であって、これらの情報を公にすることによ
り、各施設の利用者や関係者の信頼を失うなど、当該法人の事業運営が損なわれると認められるものであるため。公にすることにより、当該法人の事業運営
上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。
（７条４号）公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
（７条５号）都の機関及び独立行政法人等の内部又は相互間における検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、未成熟な情報が確定した情
報と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため
（７条６号）これらの情報を公にすることにより、各施設の利用者や関係者の信頼を失うなど、当該法人等の事業運営が損なわれることから、関係権利者と
都との信頼関係も損なわれ、まちづくり調整事務の適切な遂行に支障を及ぼすため。関係権利者の意向を踏まえた上で都が行う事務に関する情報であって、
公にすることにより、関係権利者と都との信頼関係も損なわれることから、今後の協議に支障を来すなど、まちづくり調整事務の適正な遂行に支障を及ぼす
ため。関係権利者の同意等を得ながら都が行うまちづくりに関する情報であって、公にすることにより、関係権利者と都との信頼関係が損なわれ、今後の同
意協議に支障を来すなど、まちづくり調整事務の適切な遂行に支障を及ぼすため。

都市整備局都
市づくり政策
部土地利用計
画課

25 R4.6.24 R4.10.20
明治神宮外苑地区の再開発の経緯が分かるもの全て（ただし、Ａ区域、Ｂ区域をともに含
む。当初の地区計画決定以前の資料を含む）

1 1 1

（７条３号）法人等の事業活動に関する情報であって、これらの情報を公にすることにより、各施設の利用者や関係者の信頼を失うなど、当該法人の事業運
営が損なわれると認められるものであるため。
（７条６号）これらの情報を公にすることにより、各施設の利用者や関係者の信頼を失うなど、当該法人等の事業運営が損なわれることから、関係権利者と
都との信頼関係も損なわれ、まちづくり調整事務の適切な遂行に支障を及ぼすため。

都市整備局都
市づくり政策
部土地利用計
画課

26 R4.10.17 R4.10.20
建築計画概要書
平成19年度　第3506号
令和２年度　第7052号

19 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第一課

27 R4.10.7 R4.10.21
・2022年10月6日発行 朝日新聞（夕刊）東京インサイド「タワマン 身構える女子校」の記事
を小池百合子知事ないし周囲の職員に配布したことがわかるもの。

1 当該記事を小池百合子知事ないし周囲の職員に配布したことがわかる文書は作成しておらず、存在しない。
都市整備局市
街地建築部建
築指導課

28 R4.10.8 R4.10.21 ４都市建指第353号　総合設計制度の建築計画に係る公聴会について（議事録） 24 1 1 （７条２号）個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
都市整備局市
街地建築部建
築指導課

29 R4.10.13 R4.10.25
東京都知事許可第○○号○○株式会社の以下の書類
令和４年８月31日受付廃業届

1 1 1
（７条３号）法人の事業、財務等に関する内部管理情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損な
われると認められるため。

都市整備局市
街地建築部建
設業課
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30 R4.10.17 R4.10.25 東京都建設業許可台帳（東京都知事許可　令和４年10月17日現在） ※ 1 ―
都市整備局市
街地建築部建
設業課

31 R4.10.12 R4.10.26

「東京都持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費補助金交付要綱」
(1)要綱
(2)別紙
(3)様式集
(4)第1号・第7号様式別紙
(5)細目

21 1 ―
都市整備局都
市基盤部交通
企画課

32 R4.9.1 R4.10.26

27都市整再第393号　千住一丁目地区市街地再開発組合の組合設立認可に係る意見の聴取及び
事業計画の縦覧依頼について
27都市整再第511号　千住一丁目地区市街地再開発組合の事業計画認可に係る口頭陳述開催通
知書の送付について
27都市整再第512号　保佐人の陳述を求める申請書について（千住一丁目地区）
27都市整再第567号　千住一丁目地区第一種市街地再開発事業の事業計画認可に係る口頭陳述
記録内容の送付について
27都市整再第644号　千住一丁目地区市街地再開発組合の事業計画の認可に係る事業計画に関
する意見書の処理について
27都市整再第666号　千住一丁目地区市街地再開発組合の設立認可について
千住一丁目地区市街地再開発組合　設立認可申請書

367 1 1 1 1

（７条２号）・氏名及び住所・印鑑登録証明書については個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、又は特定の個人を識別することはで
きないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
（７条２号・３号）市街地再開発組合設立発起人に関する情報・全部事項証明書については申請者が個人の場合は、個人に関する情報で特定の個人を識別す
ることができる又は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
　申請者が法人等の場合は、法人の事業及び財産管理に係る内部管理に属する事項に関する情報であって、公にすることにより、本件市街地再開発事業に対
する参加状況が分かるなど、当該法人の事業運営上の地位が損なわれると認められるため。また、当該情報は一般には公にされていない情報であり、当該情
報を公にすることによって、対応業務が発生するなど業務に支障を及ぼすおそれがあるため。
・土地の地番、地目、面積などの所有権が識別できる情報・所有権又は借地権の別・摘要・権利者の氏名及び住所（法人にあっては名称及び所在地）・不動
産の地番又は使用区分番号、面積、権利の種類及び記事に関する情報・不動産の持分、筆数又は使用区分、同意状況権利の種類及び記事に関する情報は、財
産の状況に関する情報であり、当該財産の所有者が個人である場合には、特定の個人を識別することができるため、又は特定の個人を識別することはできな
いが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
　当該財産の所有者が法人である場合には、法人の内部管理に属する事項に関する情報であって、公にすることにより、当該市街地再開発組合の事業運営上
の地位が損なわれると認められるため
・口頭陳述の申立て人に関する情報（氏名等）・申請者に関する情報（氏名、住所及び連絡先等並びに補佐人依頼理由）・補佐人に関する情報（氏名、住所
及び連絡先等）・及び陳述者に関する情報（氏名等）・提出書類に関する情報・陳述内容については当該情報は一般には公にされていない情報であり、公に
することにより、口頭陳述の申立て人、申請者、陳述者及び補佐人の権利利益を害するおそれがあるため。
（７条３号）専有面積及び負担金概算額・支出金明細・資金調達計画の金額については市街地再開発組合及び参加組合員の事業及び財産管理に係る内部管理
に属する事項に関する情報であって、公にすることにより、当該市街地再開発組合又は当該参加組合員の事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
・土地の地番・地目・面積などの所有権が識別できる情報・所有権又は借地権の別・摘要・権利者の氏名及び住所（法人にあっては名称及び所在地）・不動
産の地番又は使用区分番号・面積・権利の種類及び記事に関する情報・面積・持分・筆数又は使用区分・同意状況権利の種類及び記事に関する情報について
は市街地再開発組合の事業に係る内部管理に属する事項に関する情報であって、公にすることにより、当該市街地再開発組合の事業運営上の地位が損なわれ
ると認められるため。
・法人の名称・所在地及び法人の代表者の名称などの法人に関する情報・同意書の添付書類（印鑑証明書・履歴事項全部証明書）・市街地再開発組合設立発
起人に関する情報（法人の名称及び法人の代表者の名称）については法人の事業及び財産管理に係る内部管理に属する事項に関する情報であって、公にする
ことにより、本件市街地再開発事業に対する参加状況が分かるなど、当該法人の事業運営上の地位が損なわれると認められるため。また、当該情報は一般に
は公にされていない情報であり、当該情報を公にすることによって、対応業務が発生するなど業務に支障を及ぼすおそれがあるため。
（７条４号）図面・印影・自署及び自書については公にすることにより、建物への侵入等の犯罪行為を容易にするなど防犯上の支障をきたすため。

都市整備局市
街地整備部再
開発課

33 R4.8.27 R4.10.26 「（仮称）宝生ハイツ建替え計画」に関する公聴会の開催にあたって縦覧に供した文書 114 1 1 1 1 1

（７条２号）氏名、電話番号、建築士登録番号等は個人を識別できる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権
利利益を害するおそれがある情報であるため。
（７条３号）建築計画の概要等の法人のノウハウにかかる情報及び未確定な情報は、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると
認められるため。
（７条４号）印影は公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあり、図面等建物内部の情報は、公にするこ
とにより、建物への不法な侵入等、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため。
（７条５号）審査中の事項等は、未成熟な情報が確定した情報として誤解され都民の間に混乱を生じさせる恐れがあるため。

都市整備局市
街地建築部建
築指導課

34 R4.10.14 R4.10.27
４都市建指第390号
総合設計制度の建築計画に係る公聴会について（議事録）

11 1 1 （７条２号）個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
都市整備局市
街地建築部建
築指導課

35 R4.8.31 R4.10.28
２７都市政土第９９１号　東京都市計画地区計画　神宮外苑地区地区計画（Ａ－３、Ａ－
４、Ａ－５地区）の企画提案書の提出について（東京都決定）　２１４回（９月）都計審

279 1 1 1 1

（７条２号）氏名及びメールアドレスは、個人に関する情報で、特定の個人を識別できると認められるため。
（７条２号）写真の人物の顔貌並びに自動車登録番号及び車両番号標は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
（７条３号）公になっていない電話番号は、当該法人が限られた一定の者に対してのみ明らかにしている内部管理に属する事項に関する情報であり、公にす
ることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。
（７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため.

都市整備局都
市づくり政策
部土地利用計
画課

36 R4.8.31 R4.10.28
平成27年2月3日JSCによる神宮外苑地区地区計画の企画提案書の一部見直し報告書及びこれに
対する東京都の回答文（含む原義）

1
 当該公文書のうち「これに対する東京都の回答文」については、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。
 その他の公文書は、平成26年度に作成された３年保存の公文書であるため、平成30年に廃棄済みであり、現在は存在しない。

都市整備局都
市づくり政策
部土地利用計
画課

37 R4.8.31 R4.10.28 「岸記念体育会館の移転等に関する主な経緯」に関して 93 1 ―

都市整備局都
市づくり政策
部土地利用計
画課



月
整
理
番
号

請　求
年月日

決　定
年月日

公文書の件名
総
枚
数

開
示

一
部
開
示

非
開
示

不
存
在

存
否
応
答
拒
否

1
号

2
号

3
号

4
号

5
号

6
号

7
号

8
号

9
号

非開示理由等 所管局部課等

決定区分 （根拠規定）条例７条

38 R4.8.31 R4.10.28 「岸記念体育会館の移転等に関する主な経緯」に関して 93 1 1 1 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報で、特定の個人を識別できるため
（７条３号）法人等の事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の事業運営が損なわれると認めら
れるため、法人に関する誤った情報であって、公にすることにより、当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。公に
することにより、当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。
（７条４号）公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
（７条５号）都の機関及び法人の内部又は相互間における検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、未成熟な情報が確定した情報と誤解さ
れ、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため
（７条６号）　関係権利者の同意等を得ながら都が行うまちづくりに関する情報であって、公にすることにより、関係権利者と都との信頼関係が損なわれ、
今後の同意協議に支障を来すなど、まちづくり調整事務の適切な遂行に支障を及ぼすため。

都市整備局都
市づくり政策
部土地利用計
画課

39 R4.8.31 R4.10.28 「岸記念体育会館の移転等に関する主な経緯」に関して 93 1
実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。
作成及び取得した事実が確認できず、また実施機関では現に保有しておらず、存在しない。

都市整備局都
市づくり政策
部土地利用計
画課

40 R4.8.31 R4.10.28
上記都市計画代々木公園における事業について水道局及び建設局と協議した日時及び内容が
分かる文書

11 1 ―
都市整備局都
市づくり政策
部緑地景観課

41 R4.8.31 R4.10.28

霞ヶ丘町付近土地区画整理事業の仮換地指定について
（通知）のうち
仮換地指定通知(敷地権共有者名簿、仮換地案内図、仮換地位置図、仮換地明細図)
仮換地指定の概要

18 1 1 1
（７条２号）個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
（７条３号）法人等の内部管理に属する事項に関する情報であって、公にすることにより当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位
その他社会的な地位が損なわれると認められるため

都市整備局第
二市街地整備
事務所事業課

42 R4.8.31 R4.10.28
土地境界の確認ついて(依頼)
土地境界の確認の完了について(通知)

7 1 1 1
（７条２号）個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
（７条４号）印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

都市整備局第
二市街地整備
事務所事業課

43 R4.10.14 R4.10.28

（１）東京都知事許可第○○号　○○株式会社
決算変更届出書　第37期、第38期及び第39期(閲覧対象部分に限る)
令和２年４月16日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除
く）、使用人数及び主要取引金融機関名(閲覧対象部分に限る)
令和２年８月５日受付　変更届出書（別紙８）の訂正について
（２）東京都知事許可第○○号　○○株式会社
決算変更届出書　第58期、第59期、第60期、第61期及び第62期(閲覧対象部分に限る)
令和３年３月22日受付　変更届出書（別紙８）の訂正について
令和４年２月28日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除
く）、使用人数及び主要取引金融機関名(閲覧対象部分に限る)
令和４年４月15日受付　変更届出書（役員等の氏名）(閲覧対象部分に限る)
（３）東京都知事許可第○○号　○○株式会社
決算変更届出書　第７期(閲覧対象部分に限る)
令和３年９月３日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除
く）、使用人数及び主要取引金融機関名(閲覧対象部分に限る)
令和３年10月21日受付　変更届出書（役員等の氏名）(閲覧対象部分に限る)
令和４年４月21日受付　変更届出書（役員等の氏名）(閲覧対象部分に限る)
令和４年５月24日受付　変更届出書（役員等の氏名）(閲覧対象部分に限る)
（４）東京都知事許可第○○号　株式会社○○
決算変更届出書　第32期、第33期、第34期及び第35期(閲覧対象部分に限る)
令和３年３月８日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除
く）、使用人数及び主要取引金融機関名(閲覧対象部分に限る)
令和２年２月21日受付　変更届出書（別紙８）の訂正について
（５）東京都知事許可第○○号　株式会社○○
決算変更届出書　第62期及び第63期 (閲覧対象部分に限る)
令和３年７月19日受付　建設業許可申請書のうち、様式第一号建設業許可申請書（別紙を除
く）、使用人数及び主要取引金融機関名(閲覧対象部分に限る)

※ 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
都市整備局市
街地建築部建
設業課

44 R4.10.17 R4.10.28

 東京都知事許可第○○号　○○株式会社に関する以下の書類
（１）令和２年４月27日受付 決算変更届出書 第33期（閲覧対象部分に限る）
（２）令和３年５月６日受付 決算変更届出書 第34期（閲覧対象部分に限る）
（３）令和４年５月11日受付 決算変更届出書 第35期（閲覧対象部分に限る）

57 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
都市整備局市
街地建築部建
設業課

45 R4.10.19 R4.10.28
東京都知事許可第○○号　株式会社○○に関する以下の書類
 平成31年１月23日受付 変更届出書（営業所の所在地）（閲覧対象部分に限る）

2 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
都市整備局市
街地建築部建
設業課

46 R4.10.20 R4.10.28
東京都知事許可第○○号　株式会社○○に関する以下の書類
 令和４年７月14日受付 決算変更届出書 第35期（閲覧対象部分に限る）

19 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
都市整備局市
街地建築部建
設業課

47 R4.10.21 R4.10.28

東京都知事許可第○○号　○○株式会社に関する以下の書類
（１）平成29年10月５日受付 変更届出書（閲覧対象部分に限る）
（２）平成29年11月17日受付 決算変更届出書 第14期（閲覧対象部分に限る）
（３）平成30年11月29日受付 決算変更届出書 第15期（閲覧対象部分に限る）
（４）令和元年11月29日受付 決算変更届出書 第16期（閲覧対象部分に限る）
（５）令和２年４月９日受付 建設業許可申請書（閲覧対象部分に限る）
（６）令和２年11月30日受付 決算変更届出書 第17期（閲覧対象部分に限る）
（７）令和３年７月16日受付 変更届出書（閲覧対象部分に限る）
（８）令和３年12月３日受付 決算変更届出書 第18期（閲覧対象部分に限る）

107 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
都市整備局市
街地建築部建
設業課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

48 R4.9.5 R4.10.31

（１） まちづくり団体登録までの手続の流れ
（２） 団体登録制度（公開空地の活用）提出書類リスト
（３）まちづくり団体の登録について（RIS Design and Management株式会社　大川端・リ
バーシティ21開発事業西ブロック）

87 1 ―

都市整備局都
市づくり政策
部土地利用計
画課

49 R4.9.5 R4.10.31

（１） まちづくり団体登録までの手続の流れ
（２） 団体登録制度（公開空地の活用）提出書類リスト
（３）まちづくり団体の登録について（RIS Design and Management株式会社　大川端・リ
バーシティ21開発事業西ブロック）

87 1

（７条第２号）個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
（７条第３号）当該地区管理組合の関係者に対してのみ明らかにしている内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることにより、理事会の事業運
営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
（７条第４号）公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため

都市整備局都
市づくり政策
部土地利用計
画課

表の見方
＜決定区分＞
・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、該当する項目に「１」を記入しています。
＜（根拠規定）条例7条＞
・一部開示及び非開示について、条例７条各号のいずれを根拠として非開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。
＜公文書の件名＞
・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。
・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。

＜公文書の枚数＞

・光ディスクへ複写し交付している場合は、「※」を記入しています。


